
 

１－１１：災害時等の応援に関する申し合わせ (国土交通省近畿地方整  

備局 ) 
 
  国 土 交 通 省 近 畿 地 方 整 備 局 長（ 以 下「 甲 」と い う 。）と 加 古 川 市 長（ 以 下

「 乙 」と い う 。）は 、災 害 時 等 に お い て 、甲 が 乙 に 対 す る 応 援 が 円 滑 に 行 わ

れ る よ う 、 次 の と お り 申 し 合 わ せ を 行 う 。  

     

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 申 し 合 わ せ は 、乙 が 代 表 す る 地 方 公 共 団 体 の 区 域 に お い て 、災

害 が 発 生 ま た は 、災 害 が 発 生 す る 恐 れ が あ る 場 合 に 被 害 の 拡 大 と 二 次 災 害

防 止 に 資 す る た め に 、甲 が 被 災 直 後 等 の 緊 急 的 な 対 応（ 以 下 、「 応 援 」と

い う 。）を 実 施 す る こ と に よ り 、国 民 の 安 全 、安 心 を 確 保 し 、民 生 の 安 定

を 保 持 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 

（ 応 援 の 実 施 時 期 ）  

第 ２ 条   甲 が 応 援 を 行 う 時 期 は 、 次 の と お り と す る 。  

  一  加 古 川 市 内 で 重 大 な 災 害 の 発 生 ま た は 、 発 生 す る 恐 れ が あ る 場 合  

  二  そ の 他 甲 ま た は 乙 が 必 要 と す る 場 合  

 

（ 応 援 の 内 容 ）  

第 ３ 条  災 害 時 等 の 応 援 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 内 容 と す る 。  

一  情 報 の 収 集 ・ 提 供 （ リ エ ゾ ン ［ 情 報 連 絡 員 ]含 む 。 ）  

二  近 畿 地 方 整 備 局 等 職 員 の 派 遣 （ 緊 急 災 害 対 策 派 遣 隊 含 む 。 ）  

三  災 害 に 係 る 専 門 家 の 派 遣  

四  甲 が 保 有 す る 車 両 、 災 害 対 策 用 機 械 等 の 貸 し 付 け  

五  甲 が 保 有 す る 通 信 機 械 等 の 貸 し 付 け 及 び 操 作 員 の 派 遣  

六  通 行 規 制 等 の 措 置  

七  そ の 他 必 要 な 事 項  

 

（ リ エ ゾ ン の 派 遣 ）  

第 ４ 条  第 ２ 条 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し 、乙 の 要 請 が あ っ た 場 合 ま た は 甲

が 必 要 と 判 断 し た 場 合 に 、甲 は 、乙 の 災 害 対 策 本 部 等 に リ エ ゾ ン を 派 遣 す

る 。  

    な お 、甲 及 び 乙 は 、相 互 の 連 絡 窓 口 を 明 確 に し て お き 派 遣 に 関 し て 事 前

に 調 整 を 図 る も の と す る 。  

 

（ リ エ ゾ ン の 受 け 入 れ ）  

第 ５ 条  乙 は 、甲 か ら 派 遣 さ れ る リ エ ゾ ン の 活 動 場 所 と し て 災 害 対 策 本 部 等

に 場 所 等 を 確 保 す る も の と す る 。  

                                               

（ 緊 急 災 害 対 策 派 遣 隊 の 派 遣 ）  

第 ６ 条   第 ２ 条 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し 、 乙 の 要 請 が あ っ た 場 合 ま た は

甲 が 必 要 と 判 断 し た 場 合 は 、甲 は 、乙 が 代 表 す る 地 方 公 共 団 体 の 区 域 に 緊

急 災 害 対 策 派 遣 隊 を 派 遣 す る 。  

   な お 、甲 及 び 乙 の 相 互 連 絡 は 、甲 か ら 派 遣 さ れ る リ エ ゾ ン を 通 じ て 行

う も の と す る 。  

 

（ 緊 急 災 害 対 策 派 遣 隊 の 受 け 入 れ ）  

第 ７ 条  乙 は 、甲 か ら 派 遣 さ れ る 緊 急 災 害 対 策 派 遣 隊 の 活 動 に お い て 必 要 と



 

な る 資 料 （ 図 面 等 ） に つ い て 、 提 供 の 協 力 を す る も の と す る 。  

 

（ 緊 急 災 害 対 策 派 遣 隊 の 報 告 ）  

第 ８ 条   甲 は 、 派 遣 し た 緊 急 災 害 対 策 派 遣 隊 か ら の 調 査 結 果 等 の 報 告 が あ

っ た 場 合 は 、 速 や か に 乙 に そ の 内 容 を 提 供 す る も の と す る 。  

 

（ 平 素 の 協 力 ）                                  

第 ９ 条  甲 及 び 乙 は 、必 要 に 応 じ 情 報 交 換 に 関 す る 防 災 訓 練 及 び 防 災 に 関 す

る 地 図 等 の 資 料 の 整 備 に 協 力 す る も の と す る 。  

 

 

（ そ の 他 ）  

第 10 条  こ の 申 し 合 わ せ に 定 め の な い 事 項 、疑 義 に 関 し て は 、そ の 都 度 甲 及

び 乙 が 協 議 す る も の と す る 。  

 

 

 平 成 ２ ４ 年 ７ 月 ２ ３ 日   

 

 

 

             甲      近 畿 地 方 整 備 局 長     上  総  周  平  

 

 

 

 

             乙       加 古 川 市 長       樽  本  庄  一  

   


